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（趣　　旨）

第１条　この規程は神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学部（以下、「本学」という。）におけるＧＰＡ（成

績評定平均値）制度の取扱について定めるものとする。

（定　　義）

第２条　この規程における「ＧＰＡ」とは、授業科目ごとに 5 段階の成績評価区分に対応した評点（グ

レードポイント、以下「ＧＰ」という。）を付与して算出する 1 単位当たりの評定平均値をいう。

（対象授業科目）

第３条　次の各号に定める適用除外科目を除くすべての授業科目を対象とする。

　（１）編入学、再入学、転学または転科した際の単位認定科目

　（２）本学入学前に修得した単位認定科目

（付加するＧＰ）

第４条　成績評価に応じ、次に掲げるＧＰを付加する。

（ＧＰＡの算出方法）

第５条　ＧＰＡの算出方法は次のとおりとする。なお、放棄科目および受験資格なし科目については、

ＧＰＡ算出対象から除くものとする。

（（評価を受けた科目のＧＰ× その科目の単位数）の合計）÷ 総履修登録単位数

（再履修科目のＧＰＡの取り扱い）

第６条　不合格科目を再履修した場合、それぞれの再履修前の不合格科目についても、ＧＰＡの算出

対象とする。

（ＧＰＡの通知）

第７条　学生への通知は、本学のポータルシステムにおいて行う。なお、保護者への通知は、成績通

知書にＧＰＡを表示することにより行うものとする。

　評価区分 評定記号 付加するＧＰ

100点～90点 Ｓ（秀） ４

  89点～80点 Ａ（優） ３

  79点～70点 Ｂ（良） ２

  69点～60点 Ｃ（可） １

  59点～０点 Ｄ（不可） ０

神戸常盤大学
GPA（成績評定平均値）制度取扱規程

第 １条　この規程は神戸常盤大学（以下、「本学」という。）におけるGPA（成績評定平均値）制度
の取扱について定めるものとする。
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（ＧＰＡの活用方法）

第 8条　学習計画の指導、成績優秀者の選考および奨学金選考の基礎資料などのほか、退学勧告を含

む進路指導や学科毎に独自に活用方法を定める場合がある。

（事　　務）

第９条　この規程に関する事務は、本学事務局教務課で取り扱う。

（改　　廃）

第 10 条　この規程の改廃は、教授会の議を経て行うものとする。

（附　則）　    １．この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

（附　則）　    １．この規程は、令和６年４月１日から施行する。
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神戸常盤大学
個人情報保護に関する規程

第 １条　この規程は神戸常盤大学（以下、「本学」という。）が保有する個人情報の取扱いに関する
基本事項を定めることにより、本学における適正かつ円滑な業務運営を図るとともに個人の権利及
び正当な利益を保護することを目的とする。
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２  　管理者は、学部長、学科長、本学が設置する委員会の長、ネットワーク管理者、事務局長、各事務
部署の長、その他学長が指名する者とする。
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その他、個人情報保護委員会で開示が適当でないと判断したとき

第７章　不服の申立て
（不服の申立て）
第17条　第14条及び第15条に定める自己に関する個人情報の開示及び訂正又は削除の請求に基づいてな

された措置に不服がある者は、本人であることを明らかにして、委員会に対し、不服の申立てを行う
ことができる。ただし、不服申立て事項が同一内容の場合、再度の申立てはできない。

２　委員会は、前項の規定による不服申立てを受けたときは、すみやかに審議、決定し、その結果を文
書により本人に通知しなければならない。

３　委員会は、必要があると認めるときには、本人又は管理者に対し意見の聴取を行うことができる。
４　不服の申立ては、次に掲げる事項を記載した文書（様式５）を委員会に対し提出することにより行

う。
（１）　不服の申立てを行う者の所属及び氏名
（２）　不服申立て事項

（３）　不服申立て理由
（４）　その他委員会が必要と認めた事項

第８章　雑　　則
（本規程の改廃）
第18条　この規程は、運営委員会の承認を得るものとする。ただし、学長が必要と判断する場合は、教

授会の議を経るものとする。

（附　　則）
　　この規程は平成17年４月１日から施行する。
　　この規程は平成20年４月１日から施行する。
　　この規程は平成28年４月１日から施行する。
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第1章　総　則
（名称）

第 1 条　本会は、神戸常盤大学学生自治会と称する。

（所在地）
第 2 条　本会は、神戸市長田区大谷町 2 丁目 6-2（神戸常盤大学内）に置く。

（目的）
第 3 条　本会は、本大学設立の主旨に従い、学問を通じて人間形成を目指し、学内における学生

生活の向上発展を目的とする。

（構成員）
第 4 条　本会は、本学在学の全学生をもって構成する。ただし、通信制学生に関してはこの限りでは

ない。

（組織）
第 5 条　本会は、その目的遂行のため次の機関を置く。 

学生総会、自治会執行部、会計監査委員、文化会、体育会 

なお、本学教職員の中より顧問を設けることとする。

第2章　学生総会
（権限）

第 6 条　本会は、学生自治会の最高決議機関であり、次の事項に関して協議する。

（1）　各年度の事業計画

（2）　各年度の予算及び決算

（3）　自治会執行部役員、会計監査委員の承認

（4）　規約改正

（5）　その他

（時期）
第 7 条　本会は、原則として毎年 5 月に行う。

（召集）
第 8 条　本会は、年 1 回以上自治会長が召集する。ただし、次の場合は臨時総会を開かなければ

ならない。

（1）　全会員の 4 分の 1 以上の開催要求があった場合

（2）　自治会執行部が開会を決議した場合

（召集・議題の公示）
第 9 条　本会の招集および議題は、少なくとも総会の一週間前に公示しなければならない。

ただし、緊急の場合はこの限りではない。

（定足数・議決方法）

第 10 条　本会は、全会員の委任状を含め 3 分の 2 以上の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもっ

て議決する。

神戸常盤大学　学生自治会規約
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第3章　自治会執行部
（地位）

第 11 条　本会は、学生総会の議決に基づく最高執行機関である。

（役員）
第 12 条　本会に次の役員を置く。 

会長 1 名、副会長 2 名、書記 2 名、会計 2 名、総務若干名 

ただし、大学祭を実施する場合は、別に委員を設けることができる。

（構成）
第 13 条　本会は、自治会役員をもって構成し、学生総会により承認される。なお、自治会役員は、

前年度役員の推薦および自薦により編成される。また、選挙の形をとる場合は、臨時の選挙管理

委員会を置くことができる。

（任務）
第 14 条　本会は、次の事項を行う。

（1）　予算の立案および決算の報告

（2）　事業計画の企画および運営

（3）　学生自治会の管理・運営

（4）　その他

（任期）
第 15 条　役員の任期は、4 月 1 日より 1 年間とする。

第4章　会計監査委員
（構成）

第 16 条　本会は、学生総会により承認された若干名をもって構成する。

（任務）
第 17 条　本会は、会計を監査し、報告することを任務とする。

（任期）
第 18 条　委員の任期は 4 月 1 日より 1 年間とするが、再任は妨げない。

第5章　文化会、体育会
（目的）

第 19 条　本会は、会員の自発的活動に基づき、学生生活の向上をはかる研究・親睦を目的とする。

（構成）
第 20 条　本会は、各会に所属するクラブおよび同好会をもって構成する。

（予算会議）
第 21 条　文化会および体育会の長は各クラブの部長・会計を招集し予算審議を行い、決算報告を受

ける。

（クラブ）
第 22 条　クラブは原則として 5 名以上の構成員とする。
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（同好会）
第 23 条　同好会は、会員 5 名以上をもって新設することが出来る。代表者は、目的・活動計画・顧問・

会員名を本会に提出し、その承認を得るものとする。

（クラブ昇格）
第 24 条　同好会がクラブ昇格を希望する場合は、その旨を本会に届け出、自治会執行部の審議の後、学

生総会において承認を得るものとする。  

ただし、原則として 2 年間の活動状況をクラブ昇格の根拠とする。

（クラブ解消）
第 25 条　クラブ、部員が 5 名未満になった場合、または、活動が不活発になった場合は、解消すること

もある。なお、3 年間休部を続けた場合は、解消となる。

（クラブ・同好会の構成）
第 26 条　クラブおよび同好会は、部長（会長）・会計を置き、その任期は 1 年とする。  

また、本学専任教職員の中から 1 名の顧問をおくことを原則とする。

（クラブ・同好会の義務）
第 27 条　クラブおよび同好会は、原則として 5 月末までに、継続届および所属学生名簿を学生支援課に

提出することを義務とする。

第6章　会　計
（会費）

第 28 条　本会の諸経費は、本学自治会費およびその他の収入をもってこれをあてる。

（会費の納入）
第 29 条　本学の学生は、自治会費を次に定めるとおり納入するものとする。  

徴収方法については、別途定める。  

　自治会費 8000 円（年額）

（会計年度）
第 30 条　会計年度は 4 月当初に始まり、3 月末をもって終了する。  

学生総会による承認に至るまでの予算の執行は、前年度予算の範囲内において執行部の決議により行う

ことができる。

（予算・決算）
第 31 条　本会の予算は年度当初に、決算は年度末に執行部で作成し、会計監査を経て学生総会に提出し

承認を得なければならない。  

学生総会において承認された予算・決算は全学生に公示しなければならない。

（附則）
1. 本規約は、昭和 43 年 4 月 1 日より施行する。

2. 本規約は、平成 8 年 4 月 1 日より施行する。

3. 本規約は、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。

4. 本規約は、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。

5. 本規約は、令和 7 年 4 月 1 日より施行する。
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第 1 条　本学学生の課外活動を充実させ、学生生活を向上させ、発展させることを目的に、本学学生

に学生自治会室・部室の使用を認めることとする。

第 2 条　学生自治会は、定められた規則に基づき、学生自治会室・部室を運営管理する。

第 3 条　学生が学生自治会室・部室を使用する場合は、学生自治会の指示に従わなければならない。

　

第 4 条　学生自治会室・部室の使用については、年度毎に、新自治会長が就任するとともに、学長あ

てに使用願いを提出しなければならない。

第 5 条　部室の使用者は、代表者名をもって、年度初めに、学生自治会長あてに、部室使用願を提出

しなければならない。

第 6 条　学生自治会長は、年度初めに、各部室の使用割当表を学生部長に提出しなければならない。

第 7 条　学生自治会室・部室の使用時間は、原則として次の通りとする。

　9 時～ 20 時（月～土曜日）。

第 8 条　使用にあたっては、設備・備品の保全に留意し、特に火気および盗難に注意しなければなら

ない。また、部室の鍵は責任を持って管理し、紛失した場合には直ちに大学事務局に報告しなけれ

ばならない。なお、鍵を紛失した場合のシリンダー及び鍵の交換費用については、各部で弁償する

こととする。

（附　則）1.　上記規程は、平成 13 年 4 月 1 日より適用する。

2.　上記規程は、平成 18 年 4 月 1 日より適用する。

3.　上記規程は、平成 20 年 4 月 1 日より適用する。

4.　上記規程は、令和 7 年 4 月 1 日より適用する。

神戸常盤大学　学生自治会室・部室使用規程
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学生自治会室・部室使用細則

１　学生自治会によって指定された各部室は、その部長が責任をもって管理しなければならない。部

室の使用にあたっては、常に清潔に心がけ、部室の清掃は各クラブ員が責任を持って行うこととす

る。

２　学生自治会室・部室での宿泊および火気・アルコール類の持ち込みは許可しない。  

また、喫煙も認めない。

３　学生自治会室・部室内の設備・備品を無断で移転してはならない。また、毀損した時は、直ちに

事務局に届け出て、その費用を弁償しなければならない。

４　火気使用を特に必要とする場合は、事前に学生自治会を通じて、事務局の許可を受けなければな

らない。その際、使用器具は電気器具に限る。（石油ストーブ等は許可しない）  

使用にあたっては、火気の始末に厳重に注意すること。万一、不始末のあった場合は、　部室の使

用を禁止する。

５　定期外の部活動（使用時間の延長を含む）および休日に部活動をする場合は、1 週間前までに、

学生部長に「部活動届」を提出し、承認を受けなければならない。また、3 日前までに「学内施設

使用願」を事務局にも提出しなければならない。

　ただし、顧問等学校関係者が指導・監督している場合に限り認めることとする。

６　部室の使用者は、退出の際、必ず次の事項を確認すること。

　①　電源の安全確認

　②　消灯

　③　施錠

７　部室の鍵を紛失した場合は、事務局に申し出ること。なお、その費用は自己負担とする。　

８　隣接の民家の迷惑にならないように、騒音等に注意すること。

９　部員以外が部室に入ることは許可しない。

10 　これらの規則を違反したり、学生自治会の指示に従わない場合は、部室の使用を　認めない。

　

（附　則）１．上記細則は、平成13年4月1日より施行する。

２．上記細則は、平成18年4月1日より施行する。

３．上記細則は、令和７年4月1日より施行する。
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神戸常盤大学
外国人留学生奨学金給付規程

第 ４条　月額20,000円とし、原則として毎月指定された日に学生支援課にて受領する。

奨学金の給付を希望する者は、次の各号の書類を添えて学生支援課に提出しなければなら

2 　委員会は、学生部長・学生支援課長・留学生奨学金事務担当者をもって構成し、学生部長が委員長
となる。

第10章　神戸常盤大学の関係諸規程

197



第 １１条　この規程に基づく外国人奨学生に関する事務は、学生支援課で取り扱う。
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